
様式第１号 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿

作 成 年 月 日 令和５年４月１日 

行 政 機 関 等 の 名 称 芦屋市 

実 施 機 関 の 名 称 教育委員会 

個人情報ファイルの名称 芦屋市留守家庭児童会ファイル 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称
教育部社会教育室青少年育成課 

個人情報ファイルの利用目的 芦屋市留守家庭児童会事業に係る事務に利用するため 

個 人 情 報 の 本 人 数 １，０００人以上 
要配慮個人

情報の有無
含む 

特 定 個 人

情報の有無
なし 

記 録 項 目

１氏名、２性別、３生年月日・年齢、４住所・電話番号、５家族状況、６親

族関係、７居住状況、８職業・職歴、９納税状況、１０公的扶助、１１健康

状態、12障がい状況 

記 録 範 囲 入会児童及び保護者等 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人、実施機関 

記録情報の経常的提供先 なし 

[提 供 先 の 名 称 等] 

－

開 示 請 求 等 を 受 理 す る

組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

[名  称] 芦屋市総務部総務室総務課 

[所 在 地] なし 

訂 正 及 び 利 用 停 止

に関する他の法令の規定

に よ る 特 別 の 手 続 等

なし 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 別 電子計算機処理ファイルに該当（法第６０条第２項第１号) 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿

作 成 ・ 公 表 の 根 拠
個人情報の保護に関する法律第７５条 

備 考 －



様式第１号 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿

作 成 年 月 日 令和５年４月１日 

行 政 機 関 等 の 名 称 芦屋市 

実 施 機 関 の 名 称 教育委員会 

個人情報ファイルの名称 市民センター使用申請ファイル 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称
教育部社会教育室市民センター 

個人情報ファイルの利用目的 使用申請書を提出させることにより使用許可を与えるため 

個 人 情 報 の 本 人 数 １，０００人以上 
要配慮個人

情報の有無
含まない 

特 定 個 人

情報の有無
なし 

記 録 項 目
1使用日時、2使用室、3予定人数、4集会名称、5集会の内容、6使用料金、

7申請日、8申請者住所、9電話番号、10申請者氏名、11申請団体名 

記 録 範 囲 市民センターに利用申請書を提出した者 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 申請者からの提出 

記録情報の経常的提供先 なし 

[提 供 先 の 名 称 等] 

－

開 示 請 求 等 を 受 理 す る

組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

[名  称] 芦屋市総務部総務室総務課 

[所 在 地] なし 

訂 正 及 び 利 用 停 止

に関する他の法令の規定

に よ る 特 別 の 手 続 等

なし 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 別
電子計算機処理ファイル（法第６０条第２項第１号）とマニュアル処理ファ

イルに該当（政令第２１条第７項に該当するファイル） 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿

作 成 ・ 公 表 の 根 拠
個人情報の保護に関する法律第７５条 

備 考 －



様式第１号 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿

作 成 年 月 日 令和５年４月１日 

行 政 機 関 等 の 名 称 芦屋市 

実 施 機 関 の 名 称 教育委員会 

個人情報ファイルの名称 図書貸出券利用者情報ファイル 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称
教育部社会教育室図書館 

個人情報ファイルの利用目的
図書館資料を貸出するための図書貸出券の作成にかかる事務及び貸出資料の

予約取り置き、返却督促等にかかる事務に利用するため 

個 人 情 報 の 本 人 数 １，０００人以上 
要配慮個人

情報の有無
含まない 

特 定 個 人

情報の有無
なし 

記 録 項 目
1識別番号（図書貸出券番号）、2氏名、3住所、4電話番号、5生年月日、５

性別 

記 録 範 囲 図書貸出券交付申請者 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人、法定代理人からの図書貸出券交付申請書の提出 

記録情報の経常的提供先 なし 

[提 供 先 の 名 称 等] 

－

開 示 請 求 等 を 受 理 す る

組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

[名  称] 芦屋市総務部総務室総務課 

[所 在 地] なし 

訂 正 及 び 利 用 停 止

に関する他の法令の規定

に よ る 特 別 の 手 続 等

なし 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 別 電子計算機処理ファイルに該当（法第６０条第２項第１号) 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿

作 成 ・ 公 表 の 根 拠
個人情報の保護に関する法律第７５条 

備 考 －


